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毎
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火
・
金
曜
日
発
行

○
訓
令

山
口
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事
務
決
裁
規
程
の
一
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改
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訓
令
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事
課
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山
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山
口
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
三
の
⚑
の
表
学
事
文
書
課
の
部
１
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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１
宗
教
法
人
に
関
す
る

事
務

⑴
規
則
の
認
証
に
関
す
る
決
定
（
宗
教
法
人
法
（
昭
和

26年
法
律
第
126号

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
第
14条
第
１
項
）

○

⑵
合
併
の
認
証
に
関
す
る
決
定
（
法
第
39条
第
１
項
）

○

⑶
任
意
解
散
の
認
証
に
関
す
る
決
定
（
法
第
46条
第
１

項
）

○

⑷
公
益
事
業
以
外
の
事
業
の
停
止
命
令
（
法
第
79条
第

１
項
）

○

⑸
認
証
の
取
消
し
（
法
第
80条
第
１
項
）

○

⑹
認
証
に
関
す
る
決
定
等
に
係
る
諮
問
（
法
第
80条
の

２
第
１
項
）

○

⑺
解
散
命
令
の
請
求
（
法
第
81条
第
１
項
）

○

⑻
⑴
か
ら
⑺
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
宗
教
法
人
に

関
す
る
こ
と
。

○

別
表
第
三
の
⚑
の
表
学
事
文
書
課
の
部
中
⚓
の
項
を
削
り
、
⚔
の
項
を
⚓
の
項
と
し
、
同
部
⚕
の
項

中「
文
書
の
発
送
及
び
公
印
の
取
扱
い
」

を「
公
印
の
取
扱
い
及
び
文
書
の
発
送

」
に
改
め
、
同
項
を

同
部
⚔
の
項
と
し
、
同
部
中
⚖
の
項
を
⚕
の
項
と
し
、
⚗
の
項
か
ら
11
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上

げ
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

11
公
立
大
学
法
人
山
口

県
立
大
学
に
関
す
る
事

務

⑴
業
務
方
法
書
の
認
可
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
22条
第
１

項
）

○

⑵
料
金
の
上
限
の
認
可
（
法
第
23条
第
１
項
）

○
⑶
中
期
目
標
の
設
定
及
び
変
更
（
法
第
25条
第
１
項
）

○

⑷
中
期
計
画
の
認
可
及
び
変
更
命
令
（
法
第
26条
第
１

項
、
第
４
項
）

○

⑸
財
務
諸
表
の
承
認
（
法
第
34条
第
１
項
）

○

⑹
会
計
監
査
人
の
選
任
（
法
第
36条
）

○

⑺
会
計
監
査
人
の
解
任
（
法
第
39条
）

○

⑻
残
余
の
額
及
び
積
立
金
の
処
理
に
係
る
承
認
（
法
第

40条
第
３
項
、
第
４
項
）

○

⑼
限
度
額
を
超
え
た
短
期
借
入
金
の
認
可
（
法
第
41条

第
１
項
）

○

⑽
短
期
借
入
金
の
借
換
え
の
認
可
（
法
第
41条

第
２

項
）

○

二
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⑾
出
資
等
に
係
る
不
要
財
産
の
納
付
等
の
認
可
（
法
第

42条
の
２
第
１
項
、
第
２
項
）

○

⑿
簿
価
超
過
額
を
納
付
し
な
い
こ
と
の
認
可
（
法
第
42

条
の
２
第
３
項
）

○

⒀
重
要
な
財
産
の
処
分
等
の
認
可
（
法
第
44条

第
１

項
）

○

⒁
出
資
の
認
可
（
法
第
77条
の
３
）

○

⒂
長
期
借
入
金
又
は
債
券
発
行
の
認
可
（
法
第
79条
の

３
第
１
項
、
第
２
項
）

○

⒃
債
券
発
行
事
務
の
委
託
の
認
可
（
法
第
79条
の
３
第

５
項
）

○

⒄
長
期
借
入
金
及
び
債
券
の
償
還
計
画
の
認
可
（
法
第

79条
の
４
）

○

⒅
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
（
法
第
121条

第
１
項
）

○

⒆
是
正
命
令
（
法
第
122条

第
１
項
）

○

⒇
⑴
か
ら
⒆
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
公
立
大
学
法

人
山
口
県
立
大
学
に
関
す
る
こ
と
。

○

別
表
第
三
の
⚑
の
表
消
防
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー
の
部
⚑
の
項
中「
防
災
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
」

を「
消

防
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
」

に
改
め
、
別
表
第
三
の
⚒
の
表
政
策
企
画
課
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。山口ゆめ花博推進室

１
全
国
都
市
緑
化
フ
ェ

ア
の
開
催
の
準
備
に
関

す
る
事
務

⑴
全
国
都
市
緑
化
フ
ェ

ア
の
開
催
の
準
備

室
長
が
特
に
重
要
と
認
め
る

も
の

○

室
長
が
特
に
重
要
と
認
め
る

も
の
以
外
の
も
の

○

別
表
第
三
の
⚔
の
表
県
民
生
活
課
の
部
⚒
の
項
の
⑾
及
び
⒃
中「

仮
認
定
」

を「
特
例
認
定
」

に
改

め
、
同
項
の
⒄
中「
仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
仮
認
定
」

を「
特
例
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法

人
の
特
例
認
定
」

に
改
め
、
同
表
生
活
衛
生
課
の
部
18
の
項
の
⑹
中「

食
鳥
検
査
の
委
任
」

を「
指
定

検
査
機
関
の
指
定
」

に
改
め
、
同
項
の
⑺
か
ら
⑽
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑺
指
定
検
査
機
関
の
指
定
等
の
公
示
（
法
第
23条
第
１

項
、
第
３
項
）

○

⑻
指
定
検
査
機
関
に
対
す
る
監
督
命
令
（
法
第
31条
）

○

⑼
指
定
検
査
機
関
の
業
務
の
休
廃
止
の
許
可
等
（
法
第

32条
第
１
項
、
第
３
項
）

○

⑽
指
定
検
査
機
関
の
指
定
の
取
消
し
等
（
法
第
33条
）

○

別
表
第
三
の
⚔
の
表
生
活
衛
生
課
の
部
18
の
項
の
⚨
中
「⚧

」
を
「⚨

」
に
改
め
、
同
項
中
⚨
を
⚩

と
し
、
⑿
か
ら
⚧
ま
で
を
⒀
か
ら
⚨
ま
で
と
し
、
⑾
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿
指
定
検
査
機
関
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
（
法
第
37条

第
２
項
）

○

二
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別
表
第
三
の
⚔
の
表
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課
の
部
⚒
の
項
の
⑵
中「

第
14条

」

を
「第

11
条

」
に
改
め
、
同
項
の
⑶
中
「第

16条
第
⚑
項

」
を
「第

12条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑹
中

「⑸
」
を
「⑹

」
に
改
め
、
同
項
の
⑹
を
同
項
の
⑺
と
し
、
同
項
の
⑸
中
「第

18条
第
⚑
項

」
を
「第

25条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑸
を
同
項
の
⑹
と
し
、
同
項
の
⑷
中
「第

17条

」
を
「第

24条

」
に

改
め
、
同
項
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑷
代
執
行
（
法
第
13条
第
１
項
）

○

別
表
第
三
の
⚕
の
表
医
務
保
険
課
の
部
10
の
項
中
⒁
を
削
り
、
⒀
を
⒁
と
し
、
⑿
を
⒀
と
し
、
⑾
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿
寄
附
行
為
の
補
完
（
法
第
44条
第
３
項
）

○

別
表
第
三
の
⚕
の
表
医
務
保
険
課
の
部
10
の
項
中
⒂
を
削
り
、
⒃
を
⒂
と
し
、
同
項
の
⒄
中
「⒃

」

を
「⒂

」
に
改
め
、
同
項
の
⒄
を
同
項
の
⒃
と
し
、
別
表
第
三
の
⚖
の
表
経
営
金
融
課
の
部
⚑
の
項
か

ら
10
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１
商
工
会
議
所
法
（
昭

和
28年
法
律
第
143号

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

⑴
商
工
会
議
所
に
対
す
る
処
分
に
関
す
る
意
見
の
申
出

（
法
第
59条
第
４
項
）

○

⑵
⑴
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

○

２
商
工
会
法
（
昭
和
35

年
法
律
第
89号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

⑴
商
工
会
の
設
立
の
認
可
又
は
不
認
可
の
処
分
及
び
通

知
（
法
第
24条
）

○

⑵
商
工
会
に
対
す
る
警
告
等
（
法
第
51条
第
１
項
－
第

４
項
）

○
⑶
県
商
工
会
連
合
会
の
設
立
の
認
可
又
は
不
認
可
の
処

分
及
び
通
知
（
法
第
55条
の
15に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
24条
）

○

⑷
県
商
工
会
連
合
会
に
対
す
る
設
立
の
認
可
の
取
消
し

等
（
法
第
58条
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
51条

第
１
項
、
第
２
項
、
第
５
項
）

○

⑸
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に

関
す
る
こ
と
。

○

３
商
工
会
及
び
商
工
会

議
所
に
よ
る
小
規
模
事

業
者
の
支
援
に
関
す
る

法
律
（
平
成
５
年
法
律

第
51号
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務

⑴
基
盤
施
設
計
画
の
認
定
（
法
第
７
条
第
１
項
）

○

⑵
基
盤
施
設
計
画
の
認
定
の
取
消
し
（
法
第
８
条
第
２

項
）

○

⑶
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に
関
す

る
こ
と
。

○

四
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４
中
小
企
業
団
体
の
組

織
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
32年
法
律
第
185号

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

⑴
協
業
組
合
の
設
立
の
認
可
（
法
第
５
条
の
17第

１
項
）

○

⑵
商
工
組
合
の
特
別
の
地
区
に
関
す
る
承
認
（
法
第
９

条
）

○

⑶
設
立
の
認
可
（
法
第
42条
第
１
項
）

○

⑷
措
置
命
令
（
法
第
67条
）

○

⑸
解
散
の
命
令
（
法
第
69条
第
１
項
－
第
３
項
）

○

⑹
組
織
変
更
の
認
可
（
法
第
95条
第
４
項
、
第
96条
第

５
項
）

○

⑺
⑴
か
ら
⑹
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に

関
す
る
こ
と
。

○

５
中
小
企
業
等
協
同
組

合
法
（
昭
和
24年
法
律

第
181号

。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
法
」
と

い
う
。
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務

⑴
あ
つ
せ
ん
又
は
調
停
（
法
第
９
条
の
２
の
２
第
２

項
、
第
３
項
）

○

⑵
火
災
共
済
事
業
の
認
可
（
法
第
９
条
の
７
の
２
第
１

項
）

○

⑶
組
合
の
設
立
の
認
可
（
法
第
27条
の
２
第
１
項
）

○

⑷
解
散
の
決
議
の
認
可
（
法
第
62条
第
４
項
）

○

⑸
合
併
の
認
可
（
法
第
66条
第
１
項
）

○

⑹
県
中
央
会
の
設
立
の
認
可
（
法
第
82条
の
２
）

○

⑺
措
置
命
令
（
法
第
106条

第
１
項
）

○

⑻
解
散
の
命
令
（
法
第

106条
第
２
項
）

県
中
央
会
に
係
る
も
の

○
組
合
に
係
る
も
の

○
⑼
共
済
事
業
に
係
る
監
督
上
の
処
分
（
法
第
106条

の
２
第
１
項
、
第
２
項
、
第
４
項
、
第
５
項
）

○

⑽
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に

関
す
る
こ
と
。

○

６
商
店
街
振
興
組
合
法

（
昭
和
37年

法
律
第

141号
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務

⑴
組
合
の
設
立
の
認
可
（
法
第
36条
第
１
項
）

○

⑵
組
合
の
合
併
の
認
可
（
法
第
73条
第
３
項
）

○

⑶
措
置
命
令
（
法
第
85条
）

○

⑷
組
合
に
対
す
る
解
散
の
命
令
（
法
第
86条
）

○

⑸
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に

関
す
る
こ
と
。

○

四
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７
官
公
需
に
つ
い
て
の

中
小
企
業
者
の
受
注
の

確
保
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
41年
法
律
第
97

号
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務

⑴
中
小
企
業
者
の
受
注
の
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
施

策
の
実
施
（
法
第
８
条
）

○

８
中
小
企
業
に
お
け
る

経
営
の
承
継
の
円
滑
化

に
関
す
る
法
律
（
平
成

20年
法
律
第
33号
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

⑴
事
業
活
動
の
継
続
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
こ
と
の
認

定
（
法
第
12条
第
１
項
）

○

⑵
事
業
活
動
の
継
続
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
こ
と
の
認

定
の
取
消
し
（
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円

滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
21年
経
済
産
業

省
令
第
22号
）
第
９
条
第
１
項
－
第
３
項
）

○

⑶
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に
関
す

る
こ
と
。

○

９
中
小
企
業
等
経
営
強

化
法
（
平
成
11年
法
律

第
18号
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務

⑴
経
営
革
新
計
画
の
承
認
（
法
第
８
条
第
１
項
）

○

⑵
経
営
革
新
計
画
の
変
更
の
承
認
等
（
法
第
９
条
第
１

項
、
第
２
項
）

○

⑶
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に
関
す

る
こ
と
。

○

10
地
場
産
業
の
振
興
に

関
す
る
事
務

⑴
特
定
地
場
産
業
の
決
定

○

⑵
特
定
地
場
産
業
に
係
る
近
代
化
計
画
の
策
定

○

別
表
第
三
の
⚖
の
表
経
営
金
融
課
の
部
15
の
項
の
⑸
中
「第

14条
」
を
「第

14条
第
⚑
項

」
に
改

め
、
同
項
を
同
部
16
の
項
と
し
、
同
部
中
14
の
項
を
15
の
項
と
し
、
11
の
項
か
ら
13
の
項
ま
で
を
一
項

ず
つ
繰
り
下
げ
、
10
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

11
中
小
企
業
支
援
法

（
昭
和
38年

法
律
第

147号
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務

⑴
法
人
の
指
定
（
法
第
７
条
第
１
項
）

○
⑵
指
定
法
人
に
対
す
る
改
善
命
令
等
（
法
第
８
条
第
２

項
）

○

⑶
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に
関
す

る
こ
と
。

○

別
表
第
三
の
７
の
表
観
光
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
室
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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インバウンド推進室

１
外
国
人
観
光
客
の
誘

致
に
関
す
る
事
務

⑴
外
国
人
観
光
客
の
誘
致
に
関
す
る
総
合
調
整

○

⑵
⑴
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
外
国
人
観
光
客
の
誘
致
に

関
す
る
こ
と
。

○

別
表
第
三
の
⚘
の
表
団
体
指
導
室
の
部
⚑
の
項
の
⑴
中
「第

11条
の
26

」
を
「第

11条
の
45

」
に
改

め
、
同
項
中
⑿
を
削
り
、
⑾
を
⑿
と
し
、
⑻
か
ら
⑽
ま
で
を
⑼
か
ら
⑾
ま
で
と
し
、
同
項
の
⑺
中
「及

び
指
示

」
を
削
り
、
「第

94条
の
⚒

」
を
「第

94条
の
⚒
第
⚑
項
、
第
⚒
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑺
を

同
項
の
⑻
と
し
、
同
項
の
⑹
中
「第

72条
の
18の

⚙
第
⚓
項

」
を
「第

72条
の
43第

⚓
項

」
に
改
め
、

同
項
中
⑹
を
⑺
と
し
、
⑸
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑹
出
資
組
合
の
新
設
分
割
の
認
可
（
法
第
70条
の
３
第

３
項
）

○

別
表
第
三
の
⚘
の
表
団
体
指
導
室
の
部
中
⚓
の
項
を
削
り
、
⚔
の
項
を
⚓
の
項
と
し
、
⚕
の
項
を
⚔

の
項
と
し
、
⚖
の
項
を
⚕
の
項
と
し
、
同
部
⚗
の
項
の
⒀
中
「⑿
」
を
「⒀

」
に
改
め
、
同
項
中
⒀
を

⒁
と
し
、
⑽
か
ら
⑿
ま
で
を
⑾
か
ら
⒀
ま
で
と
し
、
同
項
の
⑼
中
「命

令

」
を
「命

令
等

」
に
改
め
、

同
項
中
⑼
を
⑽
と
し
、
⑻
を
⑼
と
し
、
⑺
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑻
組
織
変
更
の
認
可
（
法
第
100条

の
８
第
１
項
、
第

100条
の
16、
第
100条

の
22第
１
項
）

○

別
表
第
三
の
⚘
の
表
団
体
指
導
室
の
部
⚗
の
項
を
同
部
⚖
の
項
と
し
、
同
部
⚘
の
項
の
⑸
中
「漁

業
協
同
組
合
等
の

」
を
削
り
、
「第

91条
の
⚒
第
⚒
項

」
を
「第

91条
第
⚒
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑼
中

「第
123条

の
⚒

」
を
「第

123条
の
⚒
第
⚑
項
、
第
⚒
項

」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
⚗
の
項
と
し
、
同

部
中
⚙
の
項
を
⚘
の
項
と
し
、
10
の
項
を
⚙
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

10
民
間
公
益
活
動
を
促

進
す
る
た
め
の
休
眠
預

金
等
に
係
る
資
金
の
活

用
に
関
す
る
法
律
（
平

成
28年
法
律
第
101号

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

⑴
事
由
の
認
可
（
法
第
２
条
第
４
項
第
２
号
）

○

⑵
⑴
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

○

別
表
第
三
の
⚘
の
表
団
体
指
導
室
の
部
12
の
項
の
⑴
及
び
⑵
中
「⚒

万
平
方
メ
ー
ト
ル

」
を
「⚔

ヘ
ク
タ
ー
ル

」
に
改
め
、
同
項
の
⑶
を
削
り
、
同
項
の
⑷
中
「特

定
利
用
権

」
を
「農

地
中
間
管
理
権

」

に
改
め
、
同
項
中
⑷
を
⑶
と
し
、
⑸
を
削
り
、
⑹
を
⑷
と
し
、
同
項
の
⑺
中
「⑹

」
を
「⑷

」
に
改

め
、
同
項
の
⑺
を
同
項
の
⑸
と
し
、
同
部
13
の
項
の
⑴
及
び
⑵
を
削
り
、
同
項
の
⑶
中
「及

び
⑵

」
を

「か
ら
⑹
ま
で

」
に
改
め
、
同
項
中
⑶
を
⑺
と
し
、
⑺
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。七
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⑴
県
機
構
の
指
定
（
法
第
42条
第
１
項
）

○

⑵
業
務
規
程
の
認
可
（
法
第
44条
第
１
項
）

○

⑶
事
業
計
画
等
の
認
可
（
法
第
45条
第
１
項
）

○

⑷
業
務
の
休
廃
止
の
許
可
（
法
第
46条
第
１
項
）

○

⑸
監
督
命
令
（
法
第
49条
）

○

⑹
県
機
構
の
指
定
の
取
消
し
（
法
第
50条
第
１
項
）

○

別
表
第
三
の
⚘
の
表
畜
産
振
興
課
の
部
15
の
項
の
⑹
中
「第

75条
の
⚒
第
⚑
項
、
第
⚒
項

」
を
「第

75条
の
⚒

」
に
改
め
、
同
項
の
⑻
中
「⑺

」
を
「⑻

」
に
改
め
、
同
項
の
⑻
を
同
項
の
⑼
と
し
、
同
項

の
⑺
中
「第

45条
、
第
46条

」
を
「第

45条
第
⚑
項
、
第
46条

第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
中
⑺
を
⑻
と

し
、
⑹
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑺
販
売
指
定
品
目
の
変
更
等
（
法
第
83条
の
２
の
３
第

１
項
）

○

家
畜
保
健

衛
生
所

別
表
第
三
の
⚘
の
表
森
林
企
画
課
の
部
⚑
の
項
の
⑶
中
「第

⚖
条
第
⚖
項

」
を
「第

⚖
条
第
⚗
項

」

に
改
め
、
別
表
第
三
の
⚙
の
表
全
国
都
市
緑
化
フ
ェ
ア
推
進
室
の
部
を
削
り
、
同
表
河
川
課
の
部
⚑
の

項
の
⒃
中
「第

22条
の
⚒

」
を
「第

22条
の
⚓

」
に
改
め
、
同
項
中
⚧
を
削
り
、
⚨
を
⚧
と
し
、
⚩
か

ら
⛄
ま
で
を
⚨
か
ら
⛃
ま
で
と
し
、
同
項
の
⛅
中
「⛄

」
を
「⛃
」
に
改
め
、
同
項
の
⛅
を
同
項
の
⛄

と
し
、
同
部
⚓
の
項
の
⑵
を
削
り
、
同
項
の
⑶
中
「及
び
⑵

」
を
削
り
、
同
項
の
⑶
を
同
項
の
⑵
と

し
、
同
部
⚕
の
項
の
⑵
中
「第

⚕
項

」
を
「第

⚖
項

」
に
改
め
、
同
表
港
湾
課
の
部
⚑
の
項
の
⑿
中

「第
37条

の
⚓
第
⚑
項

」
を
「第

37条
の
11第

1項

」
に
改
め
、
同
項
の
⚺
中
「⚹
」
を
「⚺

」
に
改

め
、
同
項
中
⚺
を
⚻
と
し
、
⚹
を
⚺
と
し
、
同
項
の
⚸
中
「第

15条
の
⚔

」
を
「第

15条
の
⚔
第
⚑

号

」
に
改
め
、
同
項
中
⚸
を
⚹
と
し
、
⒅
か
ら
⚷
ま
で
を
⒆
か
ら
⚸
ま
で
と
し
、
⒄
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒅
港
湾
協
力
団
体
の
指
定
（
法
第
41条
の
２
第
１
項
）

○

別
表
第
三
の
⚙
の
表
建
築
指
導
課
の
部
⚑
の
項
の
⚹
中
「高

さ
の
限
度
を
超
え
る
も
の
の

」
を
「容

積
率
等
に
係
る

」
に
、
「第

60条
の
⚓
第
⚑
項

」
を
「第

60条
の
⚓
第
⚑
項
第
⚓
号
、
第
⚒
項

」
に
改

め
、
同
部
中
⚘
の
項
を
削
り
、
⚙
の
項
を
⚘
の
項
と
し
、
10
の
項
を
⚙
の
項
と
し
、
同
部
11
の
項
の
⑽

中
「⑼

」
を
「⑿

」
に
改
め
、
同
項
中
⑽
を
⒀
と
し
、
⑼
を
削
り
、
⑻
を
⑿
と
し
、
⑴
か
ら
⑺
ま
で
を

⑸
か
ら
⑾
ま
で
と
し
、
⑸
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑴
基
準
適
合
命
令
（
法
第
14条
第
１
項
）

○

⑵
指
示
に
係
る
措
置
の
命
令
（
法
第
16条
第
２
項
、
第

19条
第
３
項
）

○

⑶
届
出
に
係
る
措
置
の

指
示
等
（
法
第
19条
第

２
項
、
第
20条

第
３

項
）

本
庁
に
お
い
て
取
り
扱
う
建

築
物
に
係
る
も
の

○

出
先
機
関
に
お
い
て
取
り
扱

う
建
築
物
に
係
る
も
の

○

土
木
事
務

所

⑷
報
告
の
徴
収
及
び
立

入
検
査
（
法
第
21条
第

１
項
、
第
38条

第
１

項
）

本
庁
に
お
い
て
取
り
扱
う
建

築
物
に
係
る
も
の

○

出
先
機
関
に
お
い
て
取
り
扱

う
建
築
物
に
係
る
も
の

○

土
木
事
務

所

別
表
第
三
の
⚙
の
表
住
宅
課
の
部
⚒
の
項
中
⑵
、
⑶
及
び
⑷
を
削
り
、
⑸
を
⑵
と
し
、
⑹
を
⑶
と

し
、
同
項
の
⑺
中
「⑹

」
を
「⑶

」
に
改
め
、
同
項
の
⑺
を
同
項
の
⑷
と
し
、
別
表
第
三
の
10
の
表
会

計
課
の
部
⚑
の
項
の
⑺
中
「第

168条
第
⚘
項

」
を
「第

168条
第
⚗
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑻
中
「第

168条
第
⚙
項

」
を
「第

168条
第
⚘
項

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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